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市
民
課 

☎
66
◆

1
1
0
9

マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）カ
ー

ド
、電
子
証
明
書
の
お
知
ら
せ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
は
電

子
証
明
書
が
標
準
搭
載
さ
れ
て
お

り
、
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
な
ど
の
手
続
き

が
で
き
ま
す
。
電
子
証
明
書
を
使

う
た
め
に
は
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー

ダ
ラ
イ
タ
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
読
み
取
り
対
応
の
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
が
必
要
で
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
公
的

な
身
分
証
明
書
と
し
て
も
利
用
で

き
ま
す
。

※
申
請
か
ら
カ
ー
ド
の
交
付
ま
で

に
は
、
１
カ
月
程
度
か
か
り
ま

す
。
確
定
申
告
で
ｅ-
Ｔ
ａ
ｘ
の

利
用
を
検
討
し
て
い
る
方
は
余

裕
を
も
っ
て
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

※
住
基
カ
ー
ド
内
に
有
効
な
電
子

証
明
書
が
残
っ
て
い
る
場
合

は
、
有
効
期
間
内
は
引
き
続
き

利
用
で
き
ま
す
。

問
合
先　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ

リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
１
２
０
◆

95
◆

０
１
７
８
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女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

暴
力
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
と

い
っ
た
女
性
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま

な
人
権
問
題
に
関
す
る
相
談
に
応

じ
ま
す
。
相
談
内
容
は
固
く
守
ら

れ
ま
す
。
一
人
で
悩
ま
ず
、
お
気

軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

と　

き　

11
月
12
日
㈪
～
18
日
㈰

平
日　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７

時
土
・
日
曜
日　

午
前
10
時
～
午
後

５
時

相
談
専
用
電
話
☎
０
５
７
０
◆

070
◆

810
相
談
担
当
者　

法
務
局
職
員
、
人

権
擁
護
委
員

問
合
先　

名
古
屋
法
務
局
人
権
擁

護
部　

☎
052
◆

952
◆

８
１
１
１

（
内
線
１
８
３
１
）

水
道
課 
☎
66
◆

1
2
0
6

休
日
水
道
お
客
様
セ
ン
タ
ー

業
務
停
止
の
お
知
ら
せ

市
役
所
庁
舎
停
電
の
た
め
、
次

の
日
は
業
務
を
停
止
し
ま
す
。

と　

き　

11
月
17
日
㈯

市
民
課 

☎
66
◆

1
1
1
0

住
居
表
示
地
区
に
建
物

を
新
築
さ
れ
た
方
へ

次
の
地
区
に
建
物
を
新
築
し
た

場
合
は
、
引
越
し
の
前
に
住
居
表

示
の
申
請
が
必
要
で
す
。

住
居
表
示
地
区　

新
井
町
・
八
百

富
町
・
神
明
町
・
本
町
・
上
本

町
・
中
央
本
町
・
元
町
・
宝
町
・

御
幸
町
・
宮
成
町
・
緑
町
・
旭

町
・
丸
山
町
・
竹
島
町
・
松
原

町
・
港
町
・
栄
町

申
請
方
法　

建
築
確
認
申
請
に
使

用
し
た
書
類（
１
階
平
面
図
と

建
物
配
置
図
）を
持
っ
て
市
民

課
へ
。　

※
申
請
日
か
ら
、
５
開
庁
日
前
後

で
住
所
が
確
定
し
ま
す
。
上
棟

後
か
ら
申
請
で
き
ま
す
。
お
早

め
に
お
願
い
し
ま
す
。

消防本部予防課 ☎ 68 ◆ 0937

平成 30 年　全国一斉 秋の火災予防運動 11月9日（金）～15日（木）

平成 30 年度全国統一防火標語
忘れてない？ サイフにスマホに 火の確認

点検していますか？

　住宅用火災警報器を設置し維持することは消防
法で義務付けられています。経年劣化や電池切れ
により作動しないこともありますので必ず点検し
ましょう。

1．定期的にお手入れをしましょう
2．定期的に作動確認し、音を聞きましょう
3．電池の交換時期を確認しましょう
　�（電池寿命はおおむね 10 年です）

※�設置から 10年以上経過している場合は本体内部
の電子部品の劣化が考えられるため本体交換を
おすすめします。

住宅用火災警報器
火災予防運動期間中
☆ひとり暮らし高齢者防火診断
☆消防訓練（温泉地区）
☆東三河消防本部による合同啓発活動


